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 那珂川町立福岡女子商業高等学校は、昭和 39年 2 月に那珂川町立南福岡高等学校から那珂川町

立福岡女子商業高等学校（以下「女子商」とする。）へと改称し、町立の女子商業科の高等学校と

して開校した。当時は、女子生徒の普通科への進学率は低く、女子生徒の高等学校への受入れ体制

が急務であったことや、高等学校卒業後に即就職できる女子高等学校の必要性が地域住民から要望

されたこともあり、設置された。 

 しかし、近年、高度経済成長や技術革新に伴う地域や家庭環境の変化、高等学校や大学進学率の

上昇、少子化の進展など、高等学校教育を取り巻く環境は大きく変化している。 

 このような状況を踏まえ、平成 17 年 3 月に策定された那珂川町行政改革プラン 2005 の中で、

女子商の改革について、「全国でも珍しい町立高校という特色を活かすため、専門学校や短大・大

学との連携による独自の特色ある教育プログラムの導入や進学率向上策などの検討を行います。ま

た、併せて、町の財政負担を軽減するための方策を検討します。しかし、一定期間内において方向

性の転換への見通しや成果が見られないと評価された場合は、学校法人等を含む方向性について検

討を行います。」という考え方が示された。このことを受け、平成 18年 8月に那珂川町立福岡女子

商業高等学校運営審議会（以下「審議会」とする。）に「那珂川町立福岡女子商業高等学校の活性

化について」の諮問が行われた。平成 19 年 3月には、審議会から答申が出され、その答申に基づ

き、女子商では特色ある教育プログラムの導入や財政負担軽減策などの活性化事業に取り組んでき

たところである。 

 活性化事業の取り組みが 5 年を経過し、その効果を検証することを目的として、平成 25 年 10

月に審議会に「那珂川町立福岡女子商業高等学校の活性化の検証等について」の諮問を行い、平成

26 年 3 月には、審議会から答申が出された。答申の中では、特色ある教育プログラムに対する取

組みは一定の評価がされているものの、施設の老朽化対策、教職員の研修体制、退職者不補充の在

り方などの検討の必要性が指摘された。また、付帯事項として、「早期に那珂川町立福岡女子商業

高等学校の今後の運営検討について開始すること。」「町立の高等学校として運営していくことが困

難であると判断される場合は、廃校という手段ではなく、学校法人等による学校存続を検討いただ

き、現在の生徒、教職員が不利益を被らないように配慮すること。」が示されたところである。 

 このため、那珂川町教育委員会（以下「教育委員会」とする。）では、これまでの経緯や今回の

答申を踏まえ、「特色ある教育プログラム」「町財政負担軽減策」「教職員の資質能力の向上と人事」

といった 3つの視点から今後の運営のあり方について審議を重ねた結果、女子商の今後の運営のあ

り方に関する基本方針を以下のとおりとする。 

 

 

記 

 

 

１．基本方針 

 

  学校運営を全面的に学校法人に移管する。なお、学校法人による学校運営を開始す

る時期は、可能な限り早期に行う。 

また、生徒、教職員の処遇等には最大限配慮する。 

 



２．審議内容 

  教育委員会が意志決定を行うための補助機関として那珂川町教育委員会福岡女子商業高等学

校運営検討会議（以下「検討会議」という。）を設置し、今後、他の公立高校や私立高校と対等

に学校運営を行うための方策について検討した。その後、検討結果をもとに教育委員会で、町が

学校運営を行った場合、継続的に安定した運営を行うことが可能かどうかを審議した。 

 

 （１）他の公立高校や私立高校と対等な学校運営を行うための方策 

次の方策を実施することで他の公立高校や私立高校と対等な学校運営を行うことは可能と

判断した。 

    ①高資格取得による就職率、進学率の向上を図るため、「特色ある教育プログラムの強化」
を行う。また、少子化が進む中で安定して生徒数を確保するため、「進学・普通科・男
女共学化等」を行う。 

    ②「特色ある教育プログラムの強化」や「進学・普通科・男女共学化等」に取り組むため、
教職員の構成を商業に特化した職員配置から普通科にも対応した職員配置へと見直す
必要があり、新たに教職員を採用する。 

    ③県立商業高校と比較し、アンバランスとなっている教職員と常勤講師の割合を同程度と
するため、職員の採用を行う。 

④校舎によっては建設から約 50 年が経過し老朽化しているため、校舎の改修（大規模改
造は約 16億円程度、改築は約 25億円程度）を行う。 

⑤特色ある教育プログラムの強化や校舎改修によって生じる費用の一部を保護者にも負
担してもらうため、「施設費・授業料の見直し」を行う。 

 

 （２）町による継続的に安定した学校運営の可能性 

   （１）で検討した方法を町で行うことが可能かどうかを審議した結果、次の点から町が継続

的に安定した学校運営を行うことは困難であると判断した。また、近年、私立学校は進学に

対する取組みの強化や、新たなニーズに対応した福祉・看護系等といった特色ある学科を開

設することで、一定の生徒数を確保することができている。さらに、審議会の答申でも「廃

校という手段ではなく、学校法人等による学校存続」という方向性が示されている。このよ

うな状況を踏まえ、廃校ではなく学校法人による学校運営を行うこととする。 

①女子商を取り巻く環境の変化 

開校当初、女子商には、「女子生徒の高等学校への受入体制」「卒業後即就職できる女
子高等学校」としての役割が求められていた。しかし、近年は、全国的に見ても商業科
の減少が著しいことや、高等学校卒業後の進路先も就職する者が減少し進学する者が増
加するなど、高等学校に求められる役割は大きく変化している。このことは女子商にお
いても同様で、この変化に対応していくためには、（１）の方法を行う必要がある。し
かし、施設改修だけをとっても約 16億円～25億円程度の費用がかかるなど、女子商存
続のためには相当の経費が必要となる。このため、新たに税金を投入することが必要と
なるが、生徒のうち本町在住者が全体の 3割弱しかいない現状を踏まえると、多数の住
民の理解が得られ難く、町立による学校運営は困難と判断した。 

②教育行政上の課題への早急な対応の必要性 

本町では、学校教育においては、小中学校への空調設備整備や学校施設の大規模改造
など教育環境の向上に努めてきた。今後は、教育環境の向上に取り組むだけでなく、近
年の喫緊の課題である「さらなる小中学校の学力向上」「特別な支援が必要な児童生徒
への対応」などに、早急な対応が必要である。また、社会教育関連施設の整備充実にも
取り組む必要がある。しかし、女子商の運営と同時にこれらの課題解決に向けた取り組
みを行うことは、町としての財政負担が大きいため、女子商の運営に要している経費の
一部をこれらの取り組みの経費として活用することが望ましいと判断した。 

 



３．学校法人による学校運営に伴う留意事項 

女子商の運営主体を町から学校法人に移管するにあたっては、現在の生徒や教職員の処遇につ

いて最大限配慮するとともに、生徒・保護者や学校関係者への説明を行い、理解を求めること。 

また、学校法人の選定にあたっては、透明性の確保に努めるとともに、女子商が行っている地

域活動が継続可能となるよう配慮すること。 

 

 

 


